
公 示

平成２５年度農山漁村６次産業化対策事業に係る
６次産業化整備支援事業の追加公募について

「平成２５年度農山漁村６次産業化対策事業のうち６次産業化整備支援事業
に係る公募要領」（平成25年７月１日25食産第1137号農林水産省食料産業局長通
知。以下「公募要領」という。）の別表１の「６次産業化整備支援事業」につい
て、広く企画の提案を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、公募
要領に定めるもののほか、下記に従い御応募ください。

記

１ 事業の趣旨
農林漁業者等の６次産業化を推進し、農山漁村の雇用の確保と所得の向上を

図るため、六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により認定された
農林漁業者等が、当該事業計画を推進するために必要な農林水産物の加工・販
売のための機械・施設、生産機械・施設等の整備を支援するとともに、広域で
取り組む６次産業化ネットワークによる取組に必要となる大規模な加工施設等
の整備を支援します。

２ 事業の概要
事業の概要については、公募要領別表１の第３欄に掲げる事業内容を御参照

ください。

３ 課題提案に際しての注意事項
６次産業化整備支援事業実施要領（平成25年６月３日付け25食産第594号食

料産業局長通知）第９の採択基準等を御参照ください。

４ 応募資格及び応募方法
（１）応募資格

本事業の応募資格については、公募要領第４に掲げる要件を満たす、公募
要領別表１の第４欄に定める団体とします。

（２）応募方法
応募方法については、公募要領第９「申請書類の作成及び提出」のほか、

以下を御参照ください。
【参考】
・農山漁村６次産業化対策事業実施要綱

（平成24年４月20日付23食産第4049号農林水産事務次官依命通知）
・農山漁村６次産業化対策事業補助金交付要綱

（平成24年４月20日付23食産第4051号農林水産事務次官依命通知）
・６次産業化整備支援事業実施要領

（平成25年６月３日付25食産第594号農林水産省食料産業局長通知）
・６次産業化整備支援事業における費用対効果分析の実施について

（平成25年５月16日付25食産第595号農林水産省食料産業局長通知）
・６次産業化整備支援事業補助対象事業事務及び補助対象事業費の取扱
いについて
（平成25年６月３日付25食産第596号農林水産省食料産業局長通知）

５ 補助金額
本公募の補助金額は、１１４，２８１千円以内とします。



６ 応募期間
平成２５年１０月７日（月）～ 平成２５年１０月２８日（月）１７:００

７ 補助金交付候補者の選定方法
公募要領第１０に基づき、提出された申請書類等について審査を行い、本事

業の予算の範囲内で、得点の高い順に優良な提案を選び、補助金交付候補者を
選定します。また、提出された申請書類等については、必要に応じて申請内
容についての問合せ、追加資料の要求、事業実施計画等の修正及び所要額の
減額等を行うことがあります。

８ 公募要領等を交付する日時及び場所
（１）日時：平成２５年１０月７日（月）～平成２５年１０月２８日（月）

１０:００～１２:００及び１３:００～１７:００ （土日、祝祭日を除きます）
（２）場所：「12 問合せ先」と同じ

なお、公募要領等は、農林水産省のホームページから印刷することも可
能です。

９ 課題提案書等の提出期限等
（１）提出期限：平成２５年１０月２８日（月）１７:００必着
（２）提出先：「12 問合せ先」と同じ。
（３）提出部数：・応募申請書（公募要領：別紙様式１）

・実施計画書（公募要領：別紙様式２）
・費用対効果分析（公募要領：別紙様式３）
・添付資料 各２部

10 課題提案会の開催
開催する場合には、応募者に対して事前に連絡します。

11 その他
本公示に記載なき事項は、公募要領等によるものとします。

12 問合せ先

事業実施場所 問 合 せ 先

北海道 北海道農政事務所 農政推進部 経営・事業支援課

所在地：〒060-0004 北海道札幌市中央区北４条西１７-１９-６

電 話：０11-６４２-５４８５（直通）

ＦＡＸ：０１１-６１３-３７９３

青森県、岩手県 東北農政局 経営・事業支援部 事業戦略課

宮城県、秋田県 所在地：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１

山形県、福島県 電 話：０２２-２６３-１１１１（内線4377）

ＦＡＸ：０２２-722-7378

茨城県、栃木県 関東農政局 経営・事業支援部 事業戦略課

群馬県、埼玉県 所在地：〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

千葉県、東京都 電 話：０４８-７４０-９８００（直通）

神奈川県、山梨県 ＦＡＸ：０４８-７４０-００８１

長野県、静岡県

新潟県、富山県 北陸農政局 経営・事業支援部 事業戦略課

石川県、福井県 所在地：〒920-8566 石川県金沢市広坂２－２－６０



電 話：０７６-２３２-４２３３（直通）

ＦＡＸ：０７６-２３４-３０７６

岐阜県、愛知県 東海農政局 経営・事業支援部 事業戦略課

三重県 所在地：〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２

電 話：０５２-７４６-１２１５（直通）

ＦＡＸ：０５２-２１９-２６７０

滋賀県、京都府 近畿農政局 経営・事業支援部 事業戦略課

大阪府、兵庫県 所在地：〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル

奈良県、和歌山県 丁子風呂町

電 話：０７５-４１４-９０２４（直通）

ＦＡＸ：０７５-４１４-７３４５

鳥取県、島根県 中国四国農政局 経営・事業支援部 事業戦略課

岡山県、広島県 所在地：〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井１－４－１

山口県、徳島県 電 話：０８６-２２４-９４１５（直通）

香川県、愛媛県 ＦＡＸ：０８６-２２４-７７１３

高知県

福岡県、佐賀県 九州農政局 経営・事業支援部 事業戦略課

長崎県、熊本県 所在地：〒860-8527 熊本県熊本市西区春日２－１０－１

大分県、宮崎県 電 話：０９６-２１１-９３３１（直通）

鹿児島県 ＦＡＸ：０９６-２１１-９８２５

沖縄県 内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 食品・環境課

所在地：〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

電 話：０９８-８６６-１６７３（直通）

ＦＡＸ：０９８-８６０-１１７９

13 本事業の全般に係る問合せ先
農林水産省 食料産業局 産業連携課 産業連携推進班
所在地：〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１
電 話：０３-６７３８-６４７４
ＦＡＸ：０３-６７３８-６４７５

以上公示します。

平成２５年１０月７日

農林水産省食料産業局長
山 下 正 行


